
に設けられたホ ー ムをしづ。一般に港湾の一部1 ， または河川の

船だまりにma ll線を引込み，この成主11線と 水i師との聞に設けら

れ， ~íl*fllllは故 il':i7J'd立上 30cm ， rJln'1I線側は一般貨物ホ ー ムと

同 I:~I にする。中日比はー骨止に 10-16 m くらいであ る。線路と*

而lの関係で一般に緩斜聞のものが多い。この勾配は古よりゆる
やかにしている。またホームを必裂としな L 、 I叫合には fi!l 在11級制11

は荒荷 . ;;k?oIîホームと|吋係施工法 1mの l i'i l さ f'il}立にする。この緩

fl;;H自1 はß.~ i往に不使なのと近l時はクレー γその!也綴械荷役が盛ん

になったので， 飲伎に使利なようにこの%'Hiliを水平に I~.:l上して

いる所もある。ただし水聞が貯木場で， しかも貨車から収釘l し

iff木する場合には斜面が使手IJである。

(8) 中継ホーム 主主主駅， 分岐駅， 操車場等で小口扱貨物を

行先月Ijに仕訳け，日t醤えするためにと くに設けられるホ ー ムで

ある。 小口中継ホームとも呼ぶ。

(9) 列車扱ホーム 小 ~I 扱貨物は始発 ・終蔚の代用車または

成合11工で ， 1 平にまとめて輸送する均合のほかは，貨物列車の.fI

Th線で，その~1j]1.iにì!li給した代 JI日[Iiに慰問lをして輸送する。こ

の場合に旅客ホームを利用できない駅，または取扱量の多い駅

には列ヰI放ホー ムを設ける。その高さは軌条l百iJニ 920 mm と し ，

似品は 5 m を際i{!lとする。長さは列車に辿結された代用車の同

数によって定める。列車扱ホームは!恥JlIJ として貨物上家を設け

る。

3 lm別，放別に よる分類

主製貨物駅で数本の貨物ホ ー ムがある場合， 構内ならびにホ

ーム f'l' t長整P.1l上 ， および小運送車両の混雑を避けるため発送ホ

ーム と到着ホ ー ムとに大別し， さらにこれをおのおの車扱ホー

ム と 小口扱ホームとに分けている。

4 貨物積卸場の有効面積

貨物B'lfi'II J:j;lの総[市僚から本来の貨物般的l場として使用し得な

い閉鎖を差5 1いた，貨物m卸場の flTIllltを貨物航主11場の有効前íftl

と L 、う。すなわち貨車と小ìlli~設具相互聞の償在11 作業を迅速なら

しめるため，荷役および通路用として線路側1.5 m，通路側 0. 5 m

計 2 .0 m を全幅員から差号 I\，、て計算した蘭僚をいう。

所M有効ïtfi僚は取扱う貨物の極mによって異なるが， 級別の

以準収t民ト γ数を基礎としてつぎのように定められている。

A= fG -_  
a 

A 貨物ホーム所要有効[百i61(m ')

G 年1'0'11 日 平井j当該ホー ム貨物取扱数量 ( t)

a. . 1 日 1m ' 当り僚準取扱数量 (t)

繁忙係数(繁忙月 l 日平均当該駅貨物取扱数i員を，

年間 l 日平均当該駅貨物取扱数ill:で除したもので

2 または 2 より 小である)

なお貨物ホームにおいて貨物の中継をする場合，その数量は

当該ホー ム貨物取扱数量に含み，繁忙係数で~絞によりがたい

場合は類似駅によ っ てこれを査定する。

5 貨物flUÉlI 1拐の際準l医扱数量:

実際の荷役作業上必~な面積および彼'r?詰， !li:ift詰所等に占有

される目前献を考慮してつぎのように定められている。

扱 極別 機準取級数量

小口 1'(牧1 1 日 1m ' 当り 0.2t

111倣貨物(上家内) ,, 0.4 t 

平敬貨物(上家外) . ~3t 

耳ij及貨物(上家内) 中小口混11主貨物に対しては 1 日 1m ' 当り

0.3 t とすることができる。

6 貨物償制l易の幅員

かもっとうき

貨物ホ ー ムの布効郎\E'lは貨111 と小ìlli綴Jl相互 I~I のf>'O:lI f乍 15を

迅速にするため，荷役および通路川として線路 (111) 1.5 m, ÌllÍ ~flil) 

0.5m iil' 2.0 m を考慮してつぎのように定められている。

(1) 敏在ll))IJ ごとに1'(物ホ ー ムを設けない場合

当該ホ ーム貨物i民放数量 全加m

年間 5，OOOt 未満 5.5m 

20,OOOt • 7.5 

20 ，OOOt 以上 �.5-12 

(2) 放極別ごとに貨物ホームを，没げる J羽合

J且tiIì別 全申r.\ i..1 
小口1'(ヰ"ÞJ 10-12m 

耳i扱貨物 9-12m 

貨物ホ ー ムのイT効州以は全申11\ ü'から 2 m を1減じたるものとす

る。

7 貨物償年IIJ必の 1131 さ

fﾆ ))IJ 

小口貨物および小 1.l iJ，!;，I~貨物'.'i Jl J

の場合

その他

8 1:'t物絞卸I拐の所袋延長

1111 さ

'Wl 条 1(li上 l ，020 mm

軌条l自l上 960 mm

前述の所要有効[如fJtと ~1がj恥iWを基6j~ として次式によりれ Jì

査定する。

L =L,+ L,;;';20 

L，=昔ミ5.5

L，=をミ 0
L 貨物ホ ームf9r1l!延長 (m)

L , 上家内 1'(物ホ ー ム所嬰延長 (m)

L , 上家外貨物ホーム所説延長 (m )

A, 上家内貨物ホ ー ム所要イ丁効 i(i i fj'( ( m ')

A , ・ 上家外貨物ホ ー ム所要イT効而依 (m ' )

B 貨物ホームイ('n対J郁i i.".\

貨物償却ぬの所弘吻.iL:i.延長 ・ 品さ等はだいたい以七のとお

りであるが，上家内貨物ホーム 11原 itlJ として舗装 L ，上家外貨物

ホームは必袈ある場合に限って舗装すればよい。またホーム 1(li

の横断勾配は舗装する場合はよよりゆるやかにし ， 舗装しない
..，..".-.."，~ , -.. ,". '-50 

場合は土よりゆるやかにする。なおホ ー ム縁端に~併を設ける
<0 

湯合は， その勾配はすよりゆるやかにしなければならない。

{近総正弘・村田政人)

かもっとうきゅう 貨物等級 貨物の 極彩iにもとづく 巡民七

の段階。鉄道で五ß送される貨物は非常に多極多織であるから ，

これらのおのおのに対して社会上 ・ 経済上さらに鉄道経欽上，

公平妥当なìllif'(を割当てるためには，貨物の極釘iに応じた&~f

を設け，これを適当な段階のグループに分似しなければならな

いa この各グループこ'との段階を貨物等級と L づ。

貨物等級は品目ごとに定められ貨物等級表に掲紋されている。

わが国の貨物等級は11I般についてだけ定められているが，郊

外国では小口貨物についても定められているものが多い。

貨物等級には一般的な基準によってすべての貨物に対して定

められる普通等級と ， 特別な基準に よ って特定貨物に対してだ

け定められる特別等級との 2 径類がある 。

国鉄では普通等級はlK&を最上位として 1 2 級までの 1 2 等級，

特別等級は 21 級から 23 級までの 3 等級， ~i 15 ~一級としている。

ー」貨物等級査定基準。貨物等級適用方。 貨物等級表の編成。

普通等級。特別等級。(片山伊与さ)

かもっとうき ゅうさていきじゅん 貨物等級査定基準




